
東海旅客鉄道㈱が公表した道路隆起の発生原因と対策について 

 

令和７年１０月２８日に品川区西品川一丁目の区道で発生した道路隆起について

は、これまで東海旅客鉄道㈱（以下、「ＪＲ東海」という。）がリニア中央新幹線

第一首都圏トンネル（北品川工区）のシールドトンネル工事が事象の発生をもたら

した可能性があると言及した上で、因果関係の調査を実施していた。 

 令和７年１２月２２日、ＪＲ東海は、シールドトンネル工事との因果関係を認め

たうえで、事象が発生した原因と対策を公表した。 

 

１ これまでの経緯 

令和７年 ８月２５日 本格的な掘進を開始 

     １０月２８日 西品川一丁目の区道で道路隆起が発生（掘進停止） 

            区は、ＪＲ東海に対し、早急な原因究明の実施等について、

文書により申し入れ 

            ＪＲ東海は、事象の発生と因果関係の調査を公表 

     １１月２０日 ＪＲ東海により、道路掘削調査を開始（～１２月５日） 

     １２月１８日 ＪＲ東海により、発生原因と対策を「トンネル施工検討委

員会シールドトンネル部会」に諮問 

     １２月２２日 ＪＲ東海により、発生原因と対策を公表 

 

２ ＪＲ東海が公表した発生原因と対策 

別紙参照 

 

３ 公表を受けての区の対応 

今後開催が予定されている一斉説明型（教室型）およびオープンハウス型説明

会において、原因と対策の丁寧な説明の実施とともに区民からの不安や懸念の声

を真摯に受け止め、丁寧な対応を行うよう改めて強く要請 

 

４ 説明会の開催 

実施日時：（1日目）令和８年２月１日（日） 

１５：３０～２０：３０（オープンハウス型） 

１８：３０～１９：３０（一斉説明型）※教室型 

     （２日目）令和８年２月２日（月） 

１５：３０～２０：３０（オープンハウス型） 

１８：３０～１９：３０（一斉説明型）※教室型 

場  所：中小企業センター 

建 設 委 員 会 資 料 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日     

都市環境部都市開発課 



２ ０ ２ ５ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事共同企業体 

 

中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事周辺における地表面隆起の 

原因と対策について 
 

１０月２８日に発生した、中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事現場の

地上付近における地表面の隆起の件について、その後の調査の結果、判明した原因と対策等

を以下のとおりお知らせします。 

  

１．発生日時  ２０２５年１０月２８日（火） 時刻不明 
          ※知得時間は１０月２８日（火） ８時３０分頃 

 

２．発生箇所  東京都品川区西品川１丁目１番付近の区役所通り上の交差点 
 

３．施工会社  中央新幹線第一首都圏トンネル新設（北品川工区）工事共同企業体 

（構成員 株式会社熊谷組、大豊建設株式会社、徳倉建設株式会社） 

 

４．発生メカニズム・原因・対策 

別紙参照 

 

５．その他 

２０２６年２月１日、２日に住民説明会を開催して、住民の皆様に丁寧にご説明し

た後に、掘進を再開する予定です。 

 

 

別 紙



概要

発生日時 2025年10月28日（火） 時刻不明（８時30分頃、品川区からの連絡により知得）

発生箇所 東京都品川区西品川１丁目１番付近の区役所通り上の交差点

発生事象 歩道と車道の間に最大13cm程度の段差(隆起)発生

※北品川工区では「泥土圧シールド」工法を採用し、削った土砂に気泡材等を加え練り混ぜてできた

泥土に圧力（泥土圧）をかけ、地山が崩れないように押さえながらトンネルの掘削作業を進めています。

＜発生時の様子＞

気泡材
（シェービングクリ ームのようなもの）（削った土砂を取り込む、カッターヘッドと隔壁との間に挟まれた部屋）

土砂サンプリ ング装置
（空気抜きとして使用）

チャンバー

シールド本体シールド本体 隔壁カッターヘッド隔壁
カッターヘッド



発生のメカニズム（推定）

カッターヘッドと隔壁の間にあるチャンバーに、削った土砂のほか、空気が一定程度溜

まった状態で掘進していたところ、地表まで空気が到達する経路が存在する箇所に遭遇

した際、チャンバー内に溜まった空気が短時間内に多く漏出し、地表付近まで到達し、

土とともに舗装盤を押し上げたと推定しています。
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原因と対策
［チャンバー内に空気が一定程度溜まった原因］

国交省策定の「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン」などを踏ま
え施工管理を行っており、監視していたチャンバー圧力は、管理目標値内に収まっていまし
たが、鉛直方向の分布がバランス良く保たれていませんでした。この原因は、チャンバー内
に空気が一定程度溜まっていたためと考えられます。

チャンバー内の空気は、土砂サンプリング装置を用いて抜きながら掘進することとしていまし
たが、空気を抜く頻度や量が十分でなかったため、空気が一定程度溜まったと考えています。

［再発防止の対策］

掘進する際の空気を抜く頻度や量を決めて施工管理を行い、チャンバーに空気を溜め過ぎ
ないよう管理します。
適時に空気抜きを実施するため、チャンバー圧力の分布がバランス良く保たれていない傾向
を検知した際、アラートを通知する新たな機能を掘進管理システムに搭載します。

・

・

・

・

事象発生時のチャンバー圧力状況適切なチャンバー圧力状況


